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難事例は第 6 波以後は横ばい～漸増傾向を示したが、救急搬送困難事例（非 COVID-19）については６波

においてそれ以前と比較して倍近くに増加しており、極値は 4,032 件（2022/2/16～2/20）であった。そ

の後６波が沈静化しても非 COVID-19 における救急搬送困難事例は著減せず高止まりし、その後迎えた７

波において極値は 3,911 件（2022/8/10～8/14）とやや減少をみたが、続く 8 波においては極値は 5,821

件（2023/1/9～1/15）と大きく増加した。 

 COVID-19 重症者数と COVID-19 患者用の重症病床使用率は５波においてそれぞれ 3,000 人強、53％台と

最大値をとった。続く６波、７波では概ね 2,000 人程度、35％～36％であり、8 波ではやや減少して約

1,800 人、約 32％であった。 

 

図４ 救急搬送困難事例と重症者数と重症病床使用率の推移 

 （出典：総務省消防庁 救急搬送困難事案データベース） 

 

５．入院医療体制、入院調整体制に関する一連の事項について 

入院医療体制、入院調整の分野は全期間を通じて目まぐるしく変化したため、変化の特徴を捉えて便宜

上 4 つの期間に分割して記載する。また、本項に関連する出来事は多岐に渡るため、代表的事例のみ簡潔

に記載することとする。 

期間１ 

この期間は 2020 年 1 月から、2020 年の 4 月 2 日までとした。この期間は本邦第１例目の出現から１波

の立ち上がりまでが含まれる。 
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救急搬送困難事例、重症者数、重症病床使用率
救急搬送困難事例数（コロナ） 救急搬送困難事例（非コ） 重症者数 重症病床使用率

４波     ５波        ６波         7 波        ８波 

（１）入院医療体制 

・2020 年 2 月 1 日に COVID-19（新型コロナウイルス感染症）が指定感染症に位置づけ 

・第一種、第二種感染症指定医療機関の施設・設備の活用 

・特に都市部の自治体を中心に感染症指定医療機関の病床不足 

・感染症指定医療機関以外の、受け入れに協力する医療機関が出現 

この期間は、確保病床数に対する全国単位での公式な集計は存在しないため、この時期の全国の確保病

床数のデータは知ることができない。 

なお、この際に神奈川県が早期に行った体制整備（重点医療機関、出典３）が好事例となり、のちにモ

デルケースとして水平展開してゆく。 

 

（２）入院調整 

患者が発生し、搬送を担当する自治体が決まったのち、どこの施設に搬送するのか決定することが重要

となる。この搬送先を決定するために各種調整を行うことを、一般に「入院調整」と呼ぶ。これは法令に

裏打ちされる名称でも業務でもなく、あくまで担当者が実務する間で自然発生的に生まれた名称であり

業務である。 

最初は各保健所が各々の担当患者を所管エリアの中の感染症指定医療機関と調整する形から始まった。 

この時期でも、一部保健所において病床の不足による調整困難例が出現し、「入院待機者」等の名称で

取り扱われた。なお、この時期の調整困難は隔離施設としての病床の不足という側面があり、多くの自治

体では、後日経験する医療逼迫とは性質が異なる。しかし、首都圏における発熱患者の搬送調整が著しく

遅延するなど、医療提供体制に影響が生じていた地域が存在する。 

 
   図５ 重点医療機関制度に対する神奈川県の説明資料（2020 年 3 月 25 日） 

https://www.city.kawasaki.jp/601/cmsfiles/contents/0000116/116182/09-01-shiryou.pdf 

期間２ 

この期間は 2020 年 4 月 2 日から 2021 年 7 月 19 日までとした。2021 年 7 月 19 日は抗体療法薬ロナプ
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上 4 つの期間に分割して記載する。また、本項に関連する出来事は多岐に渡るため、代表的事例のみ簡潔

に記載することとする。 

期間１ 
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リーブ™が国内承認された日である。この時期は、いわゆる第１波の極期直前から、4 波が一定の終焉を

迎えるまでの時期にあたる。 

（１）入院医療体制 

・2020 年 4 月 2 日に事務連絡により宿泊療養施設や自宅療養が事実上解禁 

当初は宿泊療養または入院が主であり自宅療養は副という形で原則を整理したうえで運用を開始した

が、医療逼迫を経験する中で主と副の関係は逆転し、1 年ほどの時間をかけて、一般疾患と同じような、

「現に入院相当の全身状態の者が入院対象」という運用に落ち着いていった（変異株の出現時などは一

部例外運用がなされた）。 

・確保病床数の大幅な増加 

2020 年 6 月 16 日の全国における重点医療機関・協力医療機関制度の開始（出典４、５）をきっかけ

に、旧来の感染症指定医療機関制度による病床数から脱却し大幅に増加することとなった。同時に、一部

の自治体においては公立の COVID-19 専門病院を設置した。 

・繰り返す医療ひっ迫と、極期における病床数の姑息的確保 

当時は、発症日から概ね 1 週間を迎える頃合いに急激に酸素化が悪化する事例が多発した。これらの

患者が同時多発することにより重症者用病床が短期間で満床になった。中等症や軽症までを担当する予

定であった医療機関において重症者の対応をせざるを得ない状況に陥った。また、夜間は対応できる医

療機関が限られたため、特定の医療機関に負荷が集中した。一連の医療機関への業務負荷により院内感

染が発生し患者受け入れ停止に至る事態が多発した。一部の地域においては複数の地域基幹病院が同時

に受け入れ停止となり、搬送困難、自宅での死亡、救急車内での死亡などの事態に陥った。 

また、一部の併存疾患・要素がある患者では受け入れ先が極端に少ない状況が長く続いた。 

・一部の自治体における入院待機ステーションの設置・運用 

医療機関のひっ迫による搬送調整時間の延長により、救急車の効率的な運用が阻害された。搬送調整中

の待機場所を自治体が新設することにより救急車の運用を効率化することが入院待機ステーションの目

的である。ただし、医療ひっ迫を背景とし十分な医療従事者を確保できず、入院待機ステーションは十分

に運用できなかった。 

・後方医療機関への関心の高まり 

通常医療のように、急性期病床の回転率を向上させるため急性期後患者の早期の後方医療機関への転院

が求められるようになり、対応するための体制づくりが徐々に始まった。 

 

（２）入院調整 

・自治体ごとに地域状況を考慮しオリジナルの体制が確立 

①都道府県本庁が主体となり都道府県下の全事例を本庁が一括調整する体制 

②保健所が主体であり保健所が管内医療機関と調整する体制 

③医療機関または消防が主体であり基本的に行政が関与することなくいわゆる病－病連携で調整がな

される体制 

これらの体制の細かい部分は各自治体の状況によって異なり、また自治体内でも波を経験するごと

に徐々に体制を変化させていったため、入院調整の体制は実に多様な形に発展するに至った（なお、入

院調整の体制ごとの長所短所については考察の項目で記載した）。 

 

・入院調整体制の強化・充実 

医療体制の逼迫による多数の調整困難例が出現すると、各自治体の入院調整体制は人員の増加、医師

等の専門職の配置等、量・質ともに強化されていった。各保健所が主体となって調整する体制を取って

いる自治体にあっても、職員の過重労働対策として、夜間のみ集約化するなどの試行錯誤が行われた。

また、一部の自治体において、複数の担当者が関与してもある程度は公平な優先順位付けができるよう

スコアリングシステムを導入した自治体（神奈川県、千葉県など）も見られた。 

 

  図６：2021 年 8 月施行の神奈川県の判断スコア（出典６） 

 

期間３ 

 この期間は 2021 年 7 月 19 日から、2021 年 12 月 24 日までの期間とした。2021 年 7 月 19 日は抗体療

法薬ロナプリーブ™が国内承認された日で、2021 年 12 月 24 日は内服薬ラゲブリオ™が国内承認された日

である。この期間は、一連の流行の中で最も重症者が増加した 5 波を含む時期である。 

（１）入院医療体制 

・抗体療法の登場により重症化予防に向けた医療体制の変化 

この時期に認可された抗体療法薬は 2 種類（ロナプリーブ™とゼビュディ™）であったが、特に先行して

承認されたロナプリーブ™を効率的に活用するため、各々の地域（通常は二次医療圏単位）において様々

な体制がとられたが、それを大まかにまとめると下記のような体制があった。 

①二次医療圏内の複数の医療機関が取り扱うようになった例 

②一施設が 2 次医療圏内の投与における中核的役割を担った例 

③三次医療圏単位の投与中核病院となり、毎日数十人単位で投与した例 

また、外来で日帰り対応とした施設や一泊二日の入院対応とした施設があった。この体制はο株が主流

になり抗体療法が無効となるに従い、2022 年内前半にはほぼ姿を消した。 
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リーブ™が国内承認された日である。この時期は、いわゆる第１波の極期直前から、4 波が一定の終焉を

迎えるまでの時期にあたる。 

（１）入院医療体制 

・2020 年 4 月 2 日に事務連絡により宿泊療養施設や自宅療養が事実上解禁 

当初は宿泊療養または入院が主であり自宅療養は副という形で原則を整理したうえで運用を開始した

が、医療逼迫を経験する中で主と副の関係は逆転し、1 年ほどの時間をかけて、一般疾患と同じような、

「現に入院相当の全身状態の者が入院対象」という運用に落ち着いていった（変異株の出現時などは一

部例外運用がなされた）。 

・確保病床数の大幅な増加 

2020 年 6 月 16 日の全国における重点医療機関・協力医療機関制度の開始（出典４、５）をきっかけ

に、旧来の感染症指定医療機関制度による病床数から脱却し大幅に増加することとなった。同時に、一部

の自治体においては公立の COVID-19 専門病院を設置した。 

・繰り返す医療ひっ迫と、極期における病床数の姑息的確保 

当時は、発症日から概ね 1 週間を迎える頃合いに急激に酸素化が悪化する事例が多発した。これらの

患者が同時多発することにより重症者用病床が短期間で満床になった。中等症や軽症までを担当する予

定であった医療機関において重症者の対応をせざるを得ない状況に陥った。また、夜間は対応できる医

療機関が限られたため、特定の医療機関に負荷が集中した。一連の医療機関への業務負荷により院内感

染が発生し患者受け入れ停止に至る事態が多発した。一部の地域においては複数の地域基幹病院が同時

に受け入れ停止となり、搬送困難、自宅での死亡、救急車内での死亡などの事態に陥った。 

また、一部の併存疾患・要素がある患者では受け入れ先が極端に少ない状況が長く続いた。 

・一部の自治体における入院待機ステーションの設置・運用 

医療機関のひっ迫による搬送調整時間の延長により、救急車の効率的な運用が阻害された。搬送調整中

の待機場所を自治体が新設することにより救急車の運用を効率化することが入院待機ステーションの目

的である。ただし、医療ひっ迫を背景とし十分な医療従事者を確保できず、入院待機ステーションは十分

に運用できなかった。 

・後方医療機関への関心の高まり 

通常医療のように、急性期病床の回転率を向上させるため急性期後患者の早期の後方医療機関への転院

が求められるようになり、対応するための体制づくりが徐々に始まった。 

 

（２）入院調整 

・自治体ごとに地域状況を考慮しオリジナルの体制が確立 

①都道府県本庁が主体となり都道府県下の全事例を本庁が一括調整する体制 

②保健所が主体であり保健所が管内医療機関と調整する体制 

③医療機関または消防が主体であり基本的に行政が関与することなくいわゆる病－病連携で調整がな

される体制 

これらの体制の細かい部分は各自治体の状況によって異なり、また自治体内でも波を経験するごと

に徐々に体制を変化させていったため、入院調整の体制は実に多様な形に発展するに至った（なお、入

院調整の体制ごとの長所短所については考察の項目で記載した）。 

 

・入院調整体制の強化・充実 

医療体制の逼迫による多数の調整困難例が出現すると、各自治体の入院調整体制は人員の増加、医師

等の専門職の配置等、量・質ともに強化されていった。各保健所が主体となって調整する体制を取って

いる自治体にあっても、職員の過重労働対策として、夜間のみ集約化するなどの試行錯誤が行われた。

また、一部の自治体において、複数の担当者が関与してもある程度は公平な優先順位付けができるよう

スコアリングシステムを導入した自治体（神奈川県、千葉県など）も見られた。 

 

  図６：2021 年 8 月施行の神奈川県の判断スコア（出典６） 

 

期間３ 

 この期間は 2021 年 7 月 19 日から、2021 年 12 月 24 日までの期間とした。2021 年 7 月 19 日は抗体療

法薬ロナプリーブ™が国内承認された日で、2021 年 12 月 24 日は内服薬ラゲブリオ™が国内承認された日

である。この期間は、一連の流行の中で最も重症者が増加した 5 波を含む時期である。 

（１）入院医療体制 

・抗体療法の登場により重症化予防に向けた医療体制の変化 

この時期に認可された抗体療法薬は 2 種類（ロナプリーブ™とゼビュディ™）であったが、特に先行して

承認されたロナプリーブ™を効率的に活用するため、各々の地域（通常は二次医療圏単位）において様々

な体制がとられたが、それを大まかにまとめると下記のような体制があった。 

①二次医療圏内の複数の医療機関が取り扱うようになった例 

②一施設が 2 次医療圏内の投与における中核的役割を担った例 

③三次医療圏単位の投与中核病院となり、毎日数十人単位で投与した例 

また、外来で日帰り対応とした施設や一泊二日の入院対応とした施設があった。この体制はο株が主流

になり抗体療法が無効となるに従い、2022 年内前半にはほぼ姿を消した。 
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・繰り返す医療ひっ迫 

重症化予防に各地域が尽力したが、それでも重症者数は過去最多を記録し、状況はさらに悪化した。 

 

（２）入院調整体制 

期間２と共通した状態が継続。 

筆者の所属する愛知県では、後述する入院調整に関する図８における②－２の体制（昼夜を問わず保健

所が入院調整を行い、保健所管内で解決しない場合を県庁が一括調整するもの）を 1 波から取り続けて

いたが、６波の冒頭にあたる 2021 年 12 月 21 日に、図８における②－１の体制へ移行（入院調整を夜間

のみ一括して県庁で担当）する旨の通知があり、年始から体制を移行した。 

 

期間４ 

この期間については 2021 年 12 月 24 日から 2022 年 2 月 13 日までの期間とした。この期間の主流はο

株である。先述の通り、この時期の波の極期にあっては重症者数こそ第５波と比較して少ないが、患者数

の増加が著しい。非 COVID-19 患者を含め救急搬送困難例が著しく増加するなどした時期である。 

（１）入院医療体制 

・COVID-19 が特別な医療でなく一般的な医療へ 

この時期は患者数の著しい増大と病原性の低下によって、それまで COVID-19 患者の診療に直接関与し

てこなかった病院や診療所でも広く対応を求められる世論が一層強まり、また一部の都道府県知事によ

りすべての医療機関に対し診療への協力が呼び掛けられた。 

・病床確保の伸び悩み 

多くの病院がさらなる努力を積み重ね病床の新規確保が図られ、全国の確保病床数は 45,000 床程度ま

で増加した。しかし、主要な急性期病院にあっては既に 5 波までに限界近くまで病床を COVID-19 専用に

転用しており、病床数の増加は期間１～３までと比較して鈍化した。（図３） 

・通常医療との両立困難 

病床数も対応する病院数も増えたが、これは通常医療に悪影響を与えた。受け入れ病院内では、患者を

COVID-19 と非 COVID-19 で分類して感染対策を破綻させないよう運用せざるを得ず、人的にも物的にもさ

まざまな観点で医療資源の効率的な運用ができないという声が聞かれた。この結果として、特に救急医

療体制全体がひっ迫し、期間３以前と比較し非 COVID-19 患者の搬送困難事例数が増加し、長期間にわた

り高止まりすることとなった（図４）。 

・COVID-19 対応における主戦場が診療所へ 

診療所においては、2021 年 12 月 24 日に抗ウイルス内服剤ラゲブリオが、2022 年 2 月 10 日に同パキ

ロビットパック™が承認されたことにより、COVID-19 への重症化予防に関する対応が行えるようになっ

た。6 波、7波では発熱外来に軽症の患者が殺到し、かつてない強度で対応を迫られる事態になった。こ

の時期、軽症の患者が診療所に対し要求したことは主に検査と陽性証明書と治療薬であったが、特に前

者２つは病原性に対する懸念よりも最終的に勤務先や保険会社から補償を受け取るためということがそ

の背景にあった。このため、2022 年 9 月に発生届の重点化が行われ、付随して保険会社からの休業補償

の対象者が発生届入力の対象者のみに絞られたことにより、証明書発行目的の診療所受診が減少し、診

療所への負荷は幾分か軽減した。 

 

全体的にこの期間における入院医療体制は、重症患者への対応、併存疾患への対応、一般診療との両立

など多岐にわたり重い負荷がかかり、一連の現実と COVID-19 を特別なものとして一般医療と切り分ける

よう誘導する法的取り扱いの不整合が医療機関側からも叫ばれるようになった。 

 

（２）入院調整体制 

 2022 年 9 月に発生届の届け出対象者が限定されるようになると、各自治体に対し健康フォローアップ

センターの設置が求められるようになった。これは、都道府県内を一括調整する本部の設置が前提とな

る形で進められたが、各自治体内の入院調整体制にあまり大きな変化は見られなかった。後の考察の項

でも述べるが、入院調整の体制は都道府県によって大きく異なり、その体制は統一されることなく執筆

時点においても機能している。 

 

６．患者搬送に関する一連の事項 

・患者搬送の多様性 

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）が指定感染症となることにより、自治体による患者搬送が開始

した。まず従前の準備に基づく自治体が運用する移送車と、消防における搬送という 2 つの方法から患

者搬送が始まった。 

1 つ目の自治体職員による移送車は、感染症患者の移送に特化した改造が施された特殊な車両から、通

常の乗用車に応急的にビニールシート等で感染対策が施されただけのものまで、様々な車両が使用され

ている。地域の民間団体から車両が寄贈された自治体もある。このように移送に使用したハードウェア

は自治体ごとに多岐にわたる。しかし、移送車の不足、十分に感染管理に精通する職員の不足と一部職員

の過重労働、そして患者の症状等の状況によっては自治体の移送車では搬送できないなど、様々な共通

した問題が当初から発生した。これに対応するため、一部の自治体ではこの時期から民間タクシー業者

と契約することが始まった。 

 2 つ目の消防における搬送は、自治体によってその協力の度合いが大きく異なった。従前に、新興感染

症対策のための協定を結んでいた自治体、消防自らの意思による協力が得られた自治体では円滑に消防

への依頼が進んだ。しかし、これらの協定がなく、消防も患者搬送に消極的であった自治体では、対応は

大変であった。全身状況の悪い患者の場合は、消防しか現実的に搬送できる組織が無いため、関係性は未

整備ながら最終的に消防からの協力を得ることができた。しかし、患者の全身状況がさして悪くない場

合、消防に搬送を依頼する根拠がないため、搬送に苦慮することとなる（全数入院であった時期において

はこういった事例が大部分であった）。これにより、民間タクシー業者や民間救急業者に搬送を依頼する

ことが始まる。 

 やがて、波を繰り返し医療ひっ迫の度合いが深刻化すると、患者隔離解除前の後方支援医療機関への

転院や専門病院への転院、抗体療法のための搬送など、患者搬送は多様化した。消防は、基本的に救急患

者搬送や高次医療機関への移送など緊急性のある搬送しか対応できないため、民間タクシー業者や民間

救急などの契約・利用が広く広がり、大いに活躍した。 

なお、搬送方法ごとの特徴については考察の項目で述べる。 
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・繰り返す医療ひっ迫 

重症化予防に各地域が尽力したが、それでも重症者数は過去最多を記録し、状況はさらに悪化した。 

 

（２）入院調整体制 

期間２と共通した状態が継続。 

筆者の所属する愛知県では、後述する入院調整に関する図８における②－２の体制（昼夜を問わず保健

所が入院調整を行い、保健所管内で解決しない場合を県庁が一括調整するもの）を 1 波から取り続けて

いたが、６波の冒頭にあたる 2021 年 12 月 21 日に、図８における②－１の体制へ移行（入院調整を夜間

のみ一括して県庁で担当）する旨の通知があり、年始から体制を移行した。 

 

期間４ 

この期間については 2021 年 12 月 24 日から 2022 年 2 月 13 日までの期間とした。この期間の主流はο

株である。先述の通り、この時期の波の極期にあっては重症者数こそ第５波と比較して少ないが、患者数

の増加が著しい。非 COVID-19 患者を含め救急搬送困難例が著しく増加するなどした時期である。 

（１）入院医療体制 

・COVID-19 が特別な医療でなく一般的な医療へ 

この時期は患者数の著しい増大と病原性の低下によって、それまで COVID-19 患者の診療に直接関与し

てこなかった病院や診療所でも広く対応を求められる世論が一層強まり、また一部の都道府県知事によ

りすべての医療機関に対し診療への協力が呼び掛けられた。 

・病床確保の伸び悩み 

多くの病院がさらなる努力を積み重ね病床の新規確保が図られ、全国の確保病床数は 45,000 床程度ま

で増加した。しかし、主要な急性期病院にあっては既に 5 波までに限界近くまで病床を COVID-19 専用に

転用しており、病床数の増加は期間１～３までと比較して鈍化した。（図３） 

・通常医療との両立困難 

病床数も対応する病院数も増えたが、これは通常医療に悪影響を与えた。受け入れ病院内では、患者を

COVID-19 と非 COVID-19 で分類して感染対策を破綻させないよう運用せざるを得ず、人的にも物的にもさ

まざまな観点で医療資源の効率的な運用ができないという声が聞かれた。この結果として、特に救急医

療体制全体がひっ迫し、期間３以前と比較し非 COVID-19 患者の搬送困難事例数が増加し、長期間にわた

り高止まりすることとなった（図４）。 

・COVID-19 対応における主戦場が診療所へ 

診療所においては、2021 年 12 月 24 日に抗ウイルス内服剤ラゲブリオが、2022 年 2 月 10 日に同パキ

ロビットパック™が承認されたことにより、COVID-19 への重症化予防に関する対応が行えるようになっ

た。6 波、7波では発熱外来に軽症の患者が殺到し、かつてない強度で対応を迫られる事態になった。こ

の時期、軽症の患者が診療所に対し要求したことは主に検査と陽性証明書と治療薬であったが、特に前

者２つは病原性に対する懸念よりも最終的に勤務先や保険会社から補償を受け取るためということがそ

の背景にあった。このため、2022 年 9 月に発生届の重点化が行われ、付随して保険会社からの休業補償

の対象者が発生届入力の対象者のみに絞られたことにより、証明書発行目的の診療所受診が減少し、診

療所への負荷は幾分か軽減した。 

 

全体的にこの期間における入院医療体制は、重症患者への対応、併存疾患への対応、一般診療との両立

など多岐にわたり重い負荷がかかり、一連の現実と COVID-19 を特別なものとして一般医療と切り分ける

よう誘導する法的取り扱いの不整合が医療機関側からも叫ばれるようになった。 

 

（２）入院調整体制 

 2022 年 9 月に発生届の届け出対象者が限定されるようになると、各自治体に対し健康フォローアップ

センターの設置が求められるようになった。これは、都道府県内を一括調整する本部の設置が前提とな

る形で進められたが、各自治体内の入院調整体制にあまり大きな変化は見られなかった。後の考察の項

でも述べるが、入院調整の体制は都道府県によって大きく異なり、その体制は統一されることなく執筆

時点においても機能している。 

 

６．患者搬送に関する一連の事項 

・患者搬送の多様性 

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）が指定感染症となることにより、自治体による患者搬送が開始

した。まず従前の準備に基づく自治体が運用する移送車と、消防における搬送という 2 つの方法から患

者搬送が始まった。 

1 つ目の自治体職員による移送車は、感染症患者の移送に特化した改造が施された特殊な車両から、通

常の乗用車に応急的にビニールシート等で感染対策が施されただけのものまで、様々な車両が使用され

ている。地域の民間団体から車両が寄贈された自治体もある。このように移送に使用したハードウェア

は自治体ごとに多岐にわたる。しかし、移送車の不足、十分に感染管理に精通する職員の不足と一部職員

の過重労働、そして患者の症状等の状況によっては自治体の移送車では搬送できないなど、様々な共通

した問題が当初から発生した。これに対応するため、一部の自治体ではこの時期から民間タクシー業者

と契約することが始まった。 

 2 つ目の消防における搬送は、自治体によってその協力の度合いが大きく異なった。従前に、新興感染

症対策のための協定を結んでいた自治体、消防自らの意思による協力が得られた自治体では円滑に消防

への依頼が進んだ。しかし、これらの協定がなく、消防も患者搬送に消極的であった自治体では、対応は

大変であった。全身状況の悪い患者の場合は、消防しか現実的に搬送できる組織が無いため、関係性は未

整備ながら最終的に消防からの協力を得ることができた。しかし、患者の全身状況がさして悪くない場

合、消防に搬送を依頼する根拠がないため、搬送に苦慮することとなる（全数入院であった時期において

はこういった事例が大部分であった）。これにより、民間タクシー業者や民間救急業者に搬送を依頼する

ことが始まる。 

 やがて、波を繰り返し医療ひっ迫の度合いが深刻化すると、患者隔離解除前の後方支援医療機関への

転院や専門病院への転院、抗体療法のための搬送など、患者搬送は多様化した。消防は、基本的に救急患

者搬送や高次医療機関への移送など緊急性のある搬送しか対応できないため、民間タクシー業者や民間

救急などの契約・利用が広く広がり、大いに活躍した。 

なお、搬送方法ごとの特徴については考察の項目で述べる。 
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・自治体間の対立 

地域によっては、自治体間でどちらが患者を搬送するのかをめぐり担当者同士が対立することがあっ

た。これは基本的には都道府県と保健所設置市間で発生しており、広域対応が基本の都道府県と市民サ

ービスが基本の保健所設置市では感染症法の解釈が異なることに起因した。都道府県は患者所在地主義

（患者が今いるところを管轄する組織が搬送すべき）、保健所設置市は患者居住地主義（患者が住んでい

る地域を管轄する組織が搬送すべき）と呼ばれる考え方を基本とした体制を構築した。このため、例えば

保健所設置市内の病院で、市外に住居を構える患者の陽性が判明した場合、その後の対応をめぐり自治

体間で考え方が行き違い、円滑な対応が取れず、患者の不利益が生じることがあった。 

自治体同士の対応ルールの明文化も徐々に進んでいるが、完全に対立が起きないように整備されたと

は言い難く、今後に残る課題である。 

 

７．考察 

（１）入院医療体制に関する考察 

１）病床確保に関して 

全国の確保病床数の増加については前述の図３で示した通りであるが、特に 2020 年夏季における病床

数の増加が著しい。この発端となったのが、国が同年 6月 16 日に示した重点医療機関制度である（神奈

川県の好事例の水平展開である）。この制度では、患者の入院に対応する「重点医療機関」と、疑い例の

診療に協力する「協力医療機関」と、それぞれの病床確保料が示された。特に、病床確保料という強力な

予算的措置が示されたことは全国における確保病床数の急伸につながった。 

なお、神奈川県が 2020 年 3 月 25 日に示した神奈川モデルにおける重点医療機関は、中等症患者の受

け入れが想定されており、重症患者は感染症指定医療機関が受け入れる前提で整備されたものであった。

対して、2020 年 6 月に国が開始した重点医療機関制度に重症度は無関係である。この混同には注意を要

する。 

 

図７ 重点医療機関制度の概要と病床確保料について 令和 2 年 6月 16 日 

         （出典： https://www.mhlw.go.jp/content/000650008.pdf） 

 

さらに、それぞれの波が到来するたびに、極期には医療逼迫状態を迎えるたびに、各自治体と病院はこ

れに適切に対応し、さらに一層の病床確保を進めた。 

このように、COVID-19 が従前に想定していた新興感染症の姿と大きく異なり、社会混乱に見舞われる

中、結果的に全国で 4万 5,000 床余もの COVID-19 病床を確保することが出来たのは、多くの自治体・病

院が不断の努力を続けた賜物といえるだろう。 

 

２）医療逼迫に関して 

 先述の病床確保により、全国の即応病床の使用率は最大で 85.6%（2022 年 8 月 24 日、即応病床数 45,408

床、入院患者数 38,866 人）であり、入院患者数が確保病床数を超える事は一度も発生しなかった。一方

で医療逼迫と呼ばれる事象、すなわち医療の担い手がすぐに調整・確保できないことに起因する搬送調

整時間の極端な延長を来した搬送困難事例が、波が到来するたびに増加した。 

これには様々な要因が複合した結果であるが、この主たる要因は下記のとおりと考察する。 
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対して、2020 年 6 月に国が開始した重点医療機関制度に重症度は無関係である。この混同には注意を要

する。 
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れに適切に対応し、さらに一層の病床確保を進めた。 

このように、COVID-19 が従前に想定していた新興感染症の姿と大きく異なり、社会混乱に見舞われる

中、結果的に全国で 4万 5,000 床余もの COVID-19 病床を確保することが出来たのは、多くの自治体・病

院が不断の努力を続けた賜物といえるだろう。 

 

２）医療逼迫に関して 

 先述の病床確保により、全国の即応病床の使用率は最大で 85.6%（2022 年 8 月 24 日、即応病床数 45,408

床、入院患者数 38,866 人）であり、入院患者数が確保病床数を超える事は一度も発生しなかった。一方

で医療逼迫と呼ばれる事象、すなわち医療の担い手がすぐに調整・確保できないことに起因する搬送調

整時間の極端な延長を来した搬送困難事例が、波が到来するたびに増加した。 

これには様々な要因が複合した結果であるが、この主たる要因は下記のとおりと考察する。 
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①確保病床は医療従事者の実際の対応能力を超過して整備されていたこと。 

②多数の病院が少数の入院病床を保有する形で整備され、効率が悪かったこと 

③COVID-19 患者の入院調整は、平素の受療動向とは異なる形で進められ、もともとの地域医療体制と

の間で不整合が生じたこと 

④各々の医療機関において通常診療、一般救急との両立が必要であり、状況により、予定通り受け入

れができないこと 

⑤病床は空いていても、一日の受け入れ可能人数には限りがあること 

⑥急性期の COVID-19 患者を受け入れる病床の回転率を十分に上げきることが出来なかったこと（後方

医療機関などの急性期後患者の担い手不足、退院基準の解釈の問題など） 

⑦医療従事者の感染により、病床はあるがマンパワーが不足したこと 

⑧COVID-19 受入れの主力を担った公立公的医療機関は、病床数が一定以上患者で占有されると、使命

感から地元志向を強め、結果的に広域調整が難しくなること。 

⑨患者の併存疾患が問題となること 

なお、このうちの①、②、③ならびに⑨について補足する。 

まず①は、少しでも病床確保料を得たい病院経営側と、少しでも確保病床数を増やして報告したい自治

体の利害が一致してしまい、現場の医療従事者の状況を十分に踏まえない数字を計上してしまいうるよ

うな制度設計になっていたことが原因であると考える。 

なお、2021 年の 6 月から病床数が確保病床数と即応病床数に分けて公表されるようになったが、これ

はこの①に関連する。当時、確保病床数として自治体から発表されていた病床に、少なからず、実態的に

は即入院できない病床が含まれていることが表面化し社会問題となった。このためこの 2 つを分けて公

表される形となった。2021 年 6 月以前の確保病床数にも同様の病床は存在するが、このデータはない。 

②については、地域医療構想にも深く関連する、日本の医療提供体制の本質的な課題であると考える。 

 ③については、詳しくは次の項で記載している。 

 ⑨について。コロナの一般頻度が上昇するにつれ、基礎疾患や傷病とコロナ感染を合併するケースの

頻度が上昇した。これらの患者に対しては通常のコロナ診療に加えて介護/介助や別の専門診療科による

処置を必要とする場合が多かった（個別具体的な記載は著しく長大になるため省略する）。これらの患者

の受入には、コロナの診療部門のみならず別の担当部門が、人的にも設備的にも対応可能であることが

必要であり、必然的に併存疾患の無い患者と比較して受入先医療機関が乏しく、搬送困難に至ることが

多かった。代表例は認知症患者、透析患者、精神疾患患者である。また、「疾患」には分類されないが、

妊婦も搬送困難の代表例として挙げることができるだろう。 

 

（２）入院調整体制に関する考察 

１）自治体の入院調整体制の多様性とその特徴について 

入院調整体制は多様性に富み、自治体ごとに大きく異なる。筆者が執筆時点で知り得た入院調整体制の

うち、代表的なものを下図に示す。これは各地の自治体が各々の地域の事情や関係者の意見を十分に斟

酌した結果と言えるだろう。 

 
図８ 入院調整体制の代表的事例 

（このほか、都道府県を超えて患者を移動させる調整を行っている地域とそうでない地域が存在する） 

 

上表の体制のうち、自治体が関与する①と②の体制の特徴については下表のとおりである。 

 

 これらの事項については当然ながら現場の実運用で変化するため、あくまで傾向として捉えてほしい。、

特に、入院調整に際する職員の過重労働については、本部が一括調整する場合も、その運用職員を保健所

からの応援職員で賄っている場合も多く、必ずしも負担が軽減しているわけではないことに留意が必要

である。 

 

２）自治体が入院調整に関与する影響について 

一般に、自治体が入院調整に関与する体制は公平性・効率性の点で利点があると言われる。特に、上

記（１）の③の体制をとった地域では、公平性・効率性の低さを指摘する声が多く聞かれる。具体的には、

特定の病院に負荷が集中することや、病床が早期に比較的軽症の患者で埋められてしまうこと、そして

①主に都道府県本庁が一括調整するもの 

１：昼夜を問わず都道府県本庁が対応するもの

２：昼は本庁が対応し、夜間は消防が対応するもの

３：昼は本庁が対応し、夜間は保健所が対応するもの

②主に保健所が調整する体制

１：昼は保健所が対応、昼の２次医療圏を超える調整と夜間の全例は本庁が対応するもの（※）

２：昼夜を問わず保健所が対応し、２次医療圏を超える調整は本庁が対応するもの（※）

３：昼夜を問わず保健所が対応し、２次医療圏を超える調整は認められていないもの

③主に病診連携、病病連携で調整されており、自治体は情報提供等に留まるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　※２次医療圏とは異なる範囲を設定している場合もある
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①確保病床は医療従事者の実際の対応能力を超過して整備されていたこと。 

②多数の病院が少数の入院病床を保有する形で整備され、効率が悪かったこと 

③COVID-19 患者の入院調整は、平素の受療動向とは異なる形で進められ、もともとの地域医療体制と

の間で不整合が生じたこと 

④各々の医療機関において通常診療、一般救急との両立が必要であり、状況により、予定通り受け入

れができないこと 

⑤病床は空いていても、一日の受け入れ可能人数には限りがあること 

⑥急性期の COVID-19 患者を受け入れる病床の回転率を十分に上げきることが出来なかったこと（後方

医療機関などの急性期後患者の担い手不足、退院基準の解釈の問題など） 

⑦医療従事者の感染により、病床はあるがマンパワーが不足したこと 

⑧COVID-19 受入れの主力を担った公立公的医療機関は、病床数が一定以上患者で占有されると、使命

感から地元志向を強め、結果的に広域調整が難しくなること。 

⑨患者の併存疾患が問題となること 

なお、このうちの①、②、③ならびに⑨について補足する。 

まず①は、少しでも病床確保料を得たい病院経営側と、少しでも確保病床数を増やして報告したい自治

体の利害が一致してしまい、現場の医療従事者の状況を十分に踏まえない数字を計上してしまいうるよ

うな制度設計になっていたことが原因であると考える。 

なお、2021 年の 6 月から病床数が確保病床数と即応病床数に分けて公表されるようになったが、これ

はこの①に関連する。当時、確保病床数として自治体から発表されていた病床に、少なからず、実態的に

は即入院できない病床が含まれていることが表面化し社会問題となった。このためこの 2 つを分けて公

表される形となった。2021 年 6 月以前の確保病床数にも同様の病床は存在するが、このデータはない。 

②については、地域医療構想にも深く関連する、日本の医療提供体制の本質的な課題であると考える。 

 ③については、詳しくは次の項で記載している。 

 ⑨について。コロナの一般頻度が上昇するにつれ、基礎疾患や傷病とコロナ感染を合併するケースの

頻度が上昇した。これらの患者に対しては通常のコロナ診療に加えて介護/介助や別の専門診療科による

処置を必要とする場合が多かった（個別具体的な記載は著しく長大になるため省略する）。これらの患者

の受入には、コロナの診療部門のみならず別の担当部門が、人的にも設備的にも対応可能であることが

必要であり、必然的に併存疾患の無い患者と比較して受入先医療機関が乏しく、搬送困難に至ることが

多かった。代表例は認知症患者、透析患者、精神疾患患者である。また、「疾患」には分類されないが、

妊婦も搬送困難の代表例として挙げることができるだろう。 

 

（２）入院調整体制に関する考察 

１）自治体の入院調整体制の多様性とその特徴について 

入院調整体制は多様性に富み、自治体ごとに大きく異なる。筆者が執筆時点で知り得た入院調整体制の

うち、代表的なものを下図に示す。これは各地の自治体が各々の地域の事情や関係者の意見を十分に斟

酌した結果と言えるだろう。 

 
図８ 入院調整体制の代表的事例 

（このほか、都道府県を超えて患者を移動させる調整を行っている地域とそうでない地域が存在する） 

 

上表の体制のうち、自治体が関与する①と②の体制の特徴については下表のとおりである。 

 

 これらの事項については当然ながら現場の実運用で変化するため、あくまで傾向として捉えてほしい。、

特に、入院調整に際する職員の過重労働については、本部が一括調整する場合も、その運用職員を保健所

からの応援職員で賄っている場合も多く、必ずしも負担が軽減しているわけではないことに留意が必要

である。 

 

２）自治体が入院調整に関与する影響について 

一般に、自治体が入院調整に関与する体制は公平性・効率性の点で利点があると言われる。特に、上

記（１）の③の体制をとった地域では、公平性・効率性の低さを指摘する声が多く聞かれる。具体的には、

特定の病院に負荷が集中することや、病床が早期に比較的軽症の患者で埋められてしまうこと、そして

①主に都道府県本庁が一括調整するもの 

１：昼夜を問わず都道府県本庁が対応するもの

２：昼は本庁が対応し、夜間は消防が対応するもの

３：昼は本庁が対応し、夜間は保健所が対応するもの

②主に保健所が調整する体制

１：昼は保健所が対応、昼の２次医療圏を超える調整と夜間の全例は本庁が対応するもの（※）

２：昼夜を問わず保健所が対応し、２次医療圏を超える調整は本庁が対応するもの（※）

３：昼夜を問わず保健所が対応し、２次医療圏を超える調整は認められていないもの

③主に病診連携、病病連携で調整されており、自治体は情報提供等に留まるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　※２次医療圏とは異なる範囲を設定している場合もある

①
主
に
都
道
府
県
本
庁
が
一
括
調
整

す
る
体
制

②
主
に
保
健
所
が
調
整
す
る
体
制

自治体が医療機関からの協力を得やすいか

様々な体制変化に対し地域が臨機応変に対応しやす
いか

自治体と保健所間で相互理解がしやすいか

保健所職員の過重労働を軽減できるか

政令・中核市と都道府県で平等に病床が活用できる
か

調整が効率的か

＜

＜

＞

＞

＞

＜
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一部の施設や医師に調整が集中し、場合によっては専横的に映ってしまう、などといった指摘がある。 

この点では、確かに、自治体が調整に関与する体制は公平性の点でメリットがあることに異論はな

い。一方で、効率性は、その自治体が管轄する範囲内に留まっていることに留意が必要である。自治体に

よる入院調整の管轄エリアは、保健所設置市にあっては市域、都道府県ならびに県型保健所にあっては 3

次医療圏単位であることが多い。これを超える対応が必要になる場合は自治体間で何らかの連絡調整を

要し、結果的に調整に時間がかかる場合が多く、これは効率的とは言えない。 

また、自治体が入院調整を行う体制が医療逼迫の原因の一つになっている面も触れねばならない。こ

れは地域住民の平素の受療動向と自治体の入院調整管轄エリアが一致していないためである。 

具体的には、住民の平素の受療動向は、ごく一部の都市部を除き市域はもちろん 2 次医療圏でも完

結していない場合がほとんどで、さらに隣の都道府県に隣接しているような２次医療圏では日頃から３

次医療圏を超えている場合もある。一方で、自治体の入院調整管轄エリアは保健所設置市にあっては市

域、都道府県型保健所にあっては概ね 2 次医療圏（や３次医療圏）単位であり、管轄住民の受療動向と一

致しない。そして、自治体は自らの管轄内から優先して入院調整を行っており、先述のとおり管轄を超え

る対応には時間がかかっており、さらには一部の地域では 2 次医療圏や 3 次医療圏を超える入院調整は

行われていない場合すらある。 

このような入院調整実態と平素の受療動向の違いから、COVID-19 患者の入院医療は各々の地域本来

の医療提供体制とは不整合な形（例：本来であればそれほど急性期患者への対応を求められていない病

院に COVID-19 の急性期患者が集中し、かつその反対の事象も起きる、など）で進められており、これが

医療逼迫の原因の一つになっていると考える。 

なお、この傾向は②主に保健所が調整する体制でより強いが、①の体制でも現実に起きている。政令

市、中核市、都道府県保健所そして隣接都道府県と、自治体の管轄に関係なく患者の入院調整ができるよ

うな理想的な体制が構築されない限り、本来の医療提供体制との不整合は解決できないだろう。 

 

（３）患者搬送に関する考察 

 搬送手段については、主に 4 つの手段が挙げられる。それぞれのメリット、デメリット、そして効果的

な場面について下表のとおりと考える。 

 

 

（４）病床確保段階の想定と、現実の受け入れ役割分担の違いについて 

 患者の入院に関する実際の役割分担は、病床確保段階での制度的な役割分担とは一致していなかった。

この違いについて、下表にまとめてみた。 

 

 この違いは、重点医療機関制度や、さらに根本的には感染症指定医療機関制度の影響で生じたものと

考える。この想定と現実の差により、一部の患者の極端な担い手不足などが生じた。象徴的な出来事とし

て 2021 年 8 月に妊娠中に COVID-19 に感染し自宅で療養していた千葉県の妊娠 8カ月の 30 代女性が、入

院先が見つからないまま自宅で出産し、新生児が死亡するという痛ましい事案が大々的に報道されるな

どした。また、報道はされていないものの、併存する様々なこれらの要素により円滑に医療の担い手が見

つからず不幸な転帰に至った患者は多数存在する。 

 しかし、これをもって重点医療機関制度は誤りであったと断じることはできない。先述のとおり重点

医療機関制度は闇夜を照らす明かりとなって、多くの自治体がこの制度に準拠して（併存要素への対応

は未完であったとしても）一気呵成に病床を確保することができた。また、現実の医療提供体制は、波を

超えるたびに、この併存する様々な要素にも対応しあらゆる患者に対応できるよう強化されていった。 

感染確定例か、疑い例か
重症度
患者確定例か、疑い例か
重症度
患者年齢
介護度、家族情報などの患者背景
蘇生/延命処置に対する本人家族の希望
併存疾患（特に、透析、認知症、精神疾患）
妊娠の有無、妊娠週数

病床確保段階の想定

実際の入院調整で特に
必要とされた情報

−72−

田中英夫_R5年.indd   72 2023/03/16   16:28



一部の施設や医師に調整が集中し、場合によっては専横的に映ってしまう、などといった指摘がある。 

この点では、確かに、自治体が調整に関与する体制は公平性の点でメリットがあることに異論はな

い。一方で、効率性は、その自治体が管轄する範囲内に留まっていることに留意が必要である。自治体に

よる入院調整の管轄エリアは、保健所設置市にあっては市域、都道府県ならびに県型保健所にあっては 3

次医療圏単位であることが多い。これを超える対応が必要になる場合は自治体間で何らかの連絡調整を

要し、結果的に調整に時間がかかる場合が多く、これは効率的とは言えない。 

また、自治体が入院調整を行う体制が医療逼迫の原因の一つになっている面も触れねばならない。こ

れは地域住民の平素の受療動向と自治体の入院調整管轄エリアが一致していないためである。 

具体的には、住民の平素の受療動向は、ごく一部の都市部を除き市域はもちろん 2 次医療圏でも完

結していない場合がほとんどで、さらに隣の都道府県に隣接しているような２次医療圏では日頃から３

次医療圏を超えている場合もある。一方で、自治体の入院調整管轄エリアは保健所設置市にあっては市

域、都道府県型保健所にあっては概ね 2 次医療圏（や３次医療圏）単位であり、管轄住民の受療動向と一

致しない。そして、自治体は自らの管轄内から優先して入院調整を行っており、先述のとおり管轄を超え

る対応には時間がかかっており、さらには一部の地域では 2 次医療圏や 3 次医療圏を超える入院調整は

行われていない場合すらある。 

このような入院調整実態と平素の受療動向の違いから、COVID-19 患者の入院医療は各々の地域本来

の医療提供体制とは不整合な形（例：本来であればそれほど急性期患者への対応を求められていない病

院に COVID-19 の急性期患者が集中し、かつその反対の事象も起きる、など）で進められており、これが

医療逼迫の原因の一つになっていると考える。 

なお、この傾向は②主に保健所が調整する体制でより強いが、①の体制でも現実に起きている。政令

市、中核市、都道府県保健所そして隣接都道府県と、自治体の管轄に関係なく患者の入院調整ができるよ

うな理想的な体制が構築されない限り、本来の医療提供体制との不整合は解決できないだろう。 

 

（３）患者搬送に関する考察 

 搬送手段については、主に 4 つの手段が挙げられる。それぞれのメリット、デメリット、そして効果的

な場面について下表のとおりと考える。 

 

 

（４）病床確保段階の想定と、現実の受け入れ役割分担の違いについて 

 患者の入院に関する実際の役割分担は、病床確保段階での制度的な役割分担とは一致していなかった。

この違いについて、下表にまとめてみた。 

 

 この違いは、重点医療機関制度や、さらに根本的には感染症指定医療機関制度の影響で生じたものと

考える。この想定と現実の差により、一部の患者の極端な担い手不足などが生じた。象徴的な出来事とし

て 2021 年 8 月に妊娠中に COVID-19 に感染し自宅で療養していた千葉県の妊娠 8カ月の 30 代女性が、入

院先が見つからないまま自宅で出産し、新生児が死亡するという痛ましい事案が大々的に報道されるな

どした。また、報道はされていないものの、併存する様々なこれらの要素により円滑に医療の担い手が見

つからず不幸な転帰に至った患者は多数存在する。 

 しかし、これをもって重点医療機関制度は誤りであったと断じることはできない。先述のとおり重点

医療機関制度は闇夜を照らす明かりとなって、多くの自治体がこの制度に準拠して（併存要素への対応

は未完であったとしても）一気呵成に病床を確保することができた。また、現実の医療提供体制は、波を

超えるたびに、この併存する様々な要素にも対応しあらゆる患者に対応できるよう強化されていった。 

感染確定例か、疑い例か
重症度
患者確定例か、疑い例か
重症度
患者年齢
介護度、家族情報などの患者背景
蘇生/延命処置に対する本人家族の希望
併存疾患（特に、透析、認知症、精神疾患）
妊娠の有無、妊娠週数

病床確保段階の想定

実際の入院調整で特に
必要とされた情報
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最も重要なことは、次の新興感染症を見据えた時に、今回の COVID-19 では重症度のみならず上記の

様々な併存要素に基づいて入院の可否が決定されていたことを十分に認識することであり、新興感染症

といえども、隔離やその疾患の重症度という切り口だけでなく、患者を全人的に捉え治療できるような

体制構築が強く望まれるということだろう。 
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須崎福祉保健所の谷口亜裕子先生にはこの場をお借りして感謝申し上げます。 
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１）療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html 

2)厚生労働省 : 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治

体における対応に向けた準備について（令和 2 年 4 月 2 日事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000618525.pdf 

３）新型コロナウイルス感染症の拡大を見据えた現場起点の医療体制「神奈川モデル」について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/protect.html 

４）今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備における 

当面の対応について令和２年 5 月 30 日 https://www.mhlw.go.jp/content/000635521.pdf 

５）新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス感染症 

疑い患者受入協力医療機関について https://www.mhlw.go.jp/content/000640954.pdf 

６）神奈川県 医危第 1 1 0 号（2021 年 8 月 16 日） 

新型コロナウイルス感染症に係る「入院優先度判断スコア Ver.３」の 運用開始について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症陽性者における入院外療養と医療提供体制の整備 

 
高知県須崎福祉保健所 谷口 亜裕子 

 
2020 年 1 月 15 日に国内第 1 例目 1）が確認された新型コロナウイルス感染症に対し、日

本で 2022 年 8 月までに実施された自宅療養、宿泊療養などの入院外療養体制の実際につい
て以下に説明する。 
 
Ⅰ．隔離場所としての宿泊施設、自宅の位置づけ 
 新型コロナウイルス感染症は 2020 年 1 月 28 日に感染症法第 6 条第 8 項の「指定感染
症」として政令指定されたが、2021 年 2 月 3 日の法改正（「新型インフルエンザ等対策特
別措置法等の一部を改正する法律」）により、同疾患の感染症法における法的位置付けは、
「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更された。この改正感染症法に
より、入院を要さない患者に対して宿泊療養・自宅療養の協力を求めること、協力要請に
従わない者に対して入院勧告および入院措置をとることができるようになり、罰則規定も
設けられた。 
 
Ⅱ．宿泊療養、自宅療養となる陽性者の条件 
 療養対象者に関して、2020 年 4 月 2 日の事務連絡 2）では、PCR 検査陽性で原則①高齢
者 ②基礎疾患がある者 ③免疫抑制状態にある者 ④妊娠している者 に該当せず、医師によ
り入院不要と判断された者には宿泊施設もしくは自宅での療養で対応することとしていた。
しかし第 5 波の感染者急増と医療逼迫を背景に、2021 年 8 月 3 日の事務連絡 3）で入院を要
さない患者は自宅療養を基本とし、自宅療養ができない事情等がある場合に宿泊療養を活
用するとの患者療養の考え方が示された。 
 
Ⅲ．宿泊療養者、自宅療養者の健康観察と容態変化時の対応 
 感染者数の増加や療養体制の変化により入院外療養者、特に自宅療養者が著増し、健康
観察や容態変化時の対応にも変遷がみられた。地域の感染状況や自治体の方針により各都
道府県で異なる箇所もあると思われるが、一例として高知県での対応を以下に提示する。 
 
１．宿泊療養者への対応 
 2020 年 4 月から感染症指定医療機関附属の滞在施設を、同年 12 月からは 1 棟目の⺠間
ホテルを宿泊療養所として開所し、流⾏状況を考慮しながら⺠間ホテルとの借上げ契約の
締結を進めた。居室数の確保状況の実例を挙げると、第 5 波で 1 週間の新規陽性者数のピ
ークを迎えた 2021 年 8 月 21 日〜8 月 27 日に確保していた施設数は感染症指定医療機関附
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最も重要なことは、次の新興感染症を見据えた時に、今回の COVID-19 では重症度のみならず上記の

様々な併存要素に基づいて入院の可否が決定されていたことを十分に認識することであり、新興感染症

といえども、隔離やその疾患の重症度という切り口だけでなく、患者を全人的に捉え治療できるような

体制構築が強く望まれるということだろう。 
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新型コロナウイルス感染症陽性者における入院外療養と医療提供体制の整備 

 
高知県須崎福祉保健所 谷口 亜裕子 

 
2020 年 1 月 15 日に国内第 1 例目 1）が確認された新型コロナウイルス感染症に対し、日

本で 2022 年 8 月までに実施された自宅療養、宿泊療養などの入院外療養体制の実際につい
て以下に説明する。 
 
Ⅰ．隔離場所としての宿泊施設、自宅の位置づけ 
 新型コロナウイルス感染症は 2020 年 1 月 28 日に感染症法第 6 条第 8 項の「指定感染
症」として政令指定されたが、2021 年 2 月 3 日の法改正（「新型インフルエンザ等対策特
別措置法等の一部を改正する法律」）により、同疾患の感染症法における法的位置付けは、
「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更された。この改正感染症法に
より、入院を要さない患者に対して宿泊療養・自宅療養の協力を求めること、協力要請に
従わない者に対して入院勧告および入院措置をとることができるようになり、罰則規定も
設けられた。 
 
Ⅱ．宿泊療養、自宅療養となる陽性者の条件 
 療養対象者に関して、2020 年 4 月 2 日の事務連絡 2）では、PCR 検査陽性で原則①高齢
者 ②基礎疾患がある者 ③免疫抑制状態にある者 ④妊娠している者 に該当せず、医師によ
り入院不要と判断された者には宿泊施設もしくは自宅での療養で対応することとしていた。
しかし第 5 波の感染者急増と医療逼迫を背景に、2021 年 8 月 3 日の事務連絡 3）で入院を要
さない患者は自宅療養を基本とし、自宅療養ができない事情等がある場合に宿泊療養を活
用するとの患者療養の考え方が示された。 
 
Ⅲ．宿泊療養者、自宅療養者の健康観察と容態変化時の対応 
 感染者数の増加や療養体制の変化により入院外療養者、特に自宅療養者が著増し、健康
観察や容態変化時の対応にも変遷がみられた。地域の感染状況や自治体の方針により各都
道府県で異なる箇所もあると思われるが、一例として高知県での対応を以下に提示する。 
 
１．宿泊療養者への対応 
 2020 年 4 月から感染症指定医療機関附属の滞在施設を、同年 12 月からは 1 棟目の⺠間
ホテルを宿泊療養所として開所し、流⾏状況を考慮しながら⺠間ホテルとの借上げ契約の
締結を進めた。居室数の確保状況の実例を挙げると、第 5 波で 1 週間の新規陽性者数のピ
ークを迎えた 2021 年 8 月 21 日〜8 月 27 日に確保していた施設数は感染症指定医療機関附
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属の滞在施設 1 棟と⺠間ホテル３棟の計 4 棟であり、総居室数 277 室、利用率約 40％であ
った 4）。健康観察に関しては、体温計やパルスオキシメーターを配布し、看護師による電
話の聞き取りで体調を把握した。ホテル開所後は、医師が主に午前中に宿泊施設を訪問し、
必要時は電話での診察や処方を⾏った。2021 年 12 月からは一部患者にビデオ通話を、
2022 年 1 月からは持続酸素飽和度モニタリング機器を導入した。容態変化時、緊急を要す
る場合は救急要請とし、緊急でない場合は県庁で入院調整をした。2021 年夏には宿泊施設
に酸素濃縮器を設置し、同年 11 月には外来検査（血液検査、CT 撮影）を実施するための
協力医療機関を整備するなど、順次宿泊療養者への安全策を講じていった。2022 年 1 月か
らは夜間対応を⺠間医療サービス「ファストドクター株式会社」に委託した。 

 
２．自宅療養者への対応 
 高知県では 2020 年 12 月に自宅療養者の第 1 例目が報告されており、当初は保健師を主
とした保健所職員が直接電話等で健康状態を聴取していたが、新型コロナウイルス感染者
等情報把握・管理システム（HER-SYS）の整備後はこれを活用した。2021 年 1 月以降は
スマートフォンやパソコンを用いる My HER-SYS 機能や、毎日決まった時間に電話のかか
る自動架電を設定し、陽性者自身による健康状態の入力を推奨した。特に高知県では 2021
年 8 月から自宅療養を本格的に開始したため、同時期より上記利用が拡大した。2022 年８
月には自宅療養者急増により、発生報告日中に保健所から電話連絡をすることが困難とな
ったため、若年陽性者の場合は Short Message Service(SMS)でファーストコンタクトをと
り、メッセージ文面で My HER-SYS での健康状態入力を依頼するとともに、夜間対応を⾏
う⺠間医療サービスの連絡先を送付した。高齢者やハイリスク因子がある陽性者、My 
HER-SYS の利用が困難な方については、直接の電話連絡を継続した。また一部の県型保健
所では、SMS を使用せず、陽性者全例に対しての電話連絡を続けた。容態増悪時は保健所
で体調を聴取し、適宜地域の医療機関への受診調整を⾏った。2022 年 1 月からは宿泊療養
と同様に夜間対応を⺠間医療サービスに委託した。病状により入院適応と判断された場合
は、同⺠間医療サービスや保健所、県調整本部で入院調整を⾏った。その他連絡先として、
2021 年 8 月には自宅療養者夜間相談緊急窓口、2022 年 8 月には#7119「高知家の救急医療
電話」を設置するなど、自宅療養者への支援体制を整備していった。 
 
Ⅳ．入院外療養者の療養期間の変遷 
 宿泊・自宅療養の療養期間の解除基準は、基本的に入院療養患者の退院基準と同様であ
る。初期には解除にあたり臨床症状の改善と 2 回連続で PCR 検査の陰性確認を要したが、
基準が緩和され、陰性確認は不要で規定の療養期間が過ぎれば解除可能となった。宿泊・
自宅療養者の療養期間の変遷として、2020 年 5 月 18 日の「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き・第２版」5）では療養開始から 14 日間経過後に解除される場
合もあるとされていた。同年 6 月からは有症状者は発症日から 10 日間経過し、かつ症状軽

快後 72 時間経過した場合、無症状者は検体採取日から 10 日間を経過した場合に解除、
2022 年 2 月からはオミクロン株感染の無症状者に関して検体採取日から 8 日目に療養解除
可能となった。自治体や保健所は、自宅療養者が外出せず療養生活を完遂できるよう、食
料や日用品など生活支援物資配布の調整業務を担った。 
 
Ⅴ．入院者数、宿泊療養者数、自宅療養者数、療養先調整者数の推移 
 図 1-3 は、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関
する調査結果 6）を基に作成した、療養者数推移を入院者数・宿泊療養者数・自宅療養者
数・療養先調整者数別に積み上げたグラフであり、自宅療養者数には社会福祉施設等療養
者数も含まれている。新型コロナウイルス感染症対策分科会で、2021 年 4 月 15 日から医
療逼迫を表す指標として「入院率（＝入院患者数/入院患者、自宅・施設療養者、待機者の
合計）」が新たに採用されたため、同値の推移も図 2-3 に記載している。オミクロン株が流
⾏する以前の 2021 年 12 月までの入院率は、流⾏期 10-30%、非流⾏期は 30-50%であった
が、オミクロン株が流⾏した 2022 年 2 月以降では陽性者の入院率は 5％程度以下と極めて
低値で推移した。流⾏波別では、第４波で急速に変異株であるアルファ株への置き換わり
が進んだ結果、関⻄圏、特に大阪府や兵庫県で病床の逼迫がみられた。第５波ではデルタ
株を中心に更なる感染拡大をきたし、入院・宿泊施設での療養対応が困難となり、地方都
市でも自宅療養者の著増がみられた。オミクロン株流⾏期の第６−7 波では自宅療養者の
急増とともに、療養先調整に時間を要する陽性者が多数認められた。 
 
Ⅵ．考察 
１．入院外療養の意義と適用 
 新型コロナウイルス感染症の発生当初は全例入院対応としていたが、感染拡大に伴い、
医療提供体制を維持し重症化リスクの高い者に重点化を図るため、各自治体の判断で宿泊
及び自宅療養の運用が開始された。陽性者の健康観察や容態変化時対応は高知県を実例に
提示したが、地域の実情や医療資源を踏まえた対策が自治体毎に講じられてきた。保健所
の業務逼迫時には人員応援を要請し、通常業務の取捨選択を⾏い、適宜外部委託も利用し
ながら、流⾏の最盛期においても自宅療養者を支援し、入院外療養体制を維持し続けたこ
とが、流⾏期の新型コロナウイルス患者に対する入院医療資源の効率的な適用を可能にし
たものと思われる。 
 
２．感染拡大に伴う入院外療養者数の増加 
 入院外療養者数は、図 1-3 で示すように療養者総数とともに右肩上がりを示した。この
ような状況に備えるため受入病床や居室数の確保に努めるなど事前対策を講じていたが、
短期間に想定以上の陽性者が発生するような急速な感染拡大の際には、療養場所の確保や
医療支援など対応が追い付かなくなった。特に第６波や第７波では上記傾向が顕著であり、
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属の滞在施設 1 棟と⺠間ホテル３棟の計 4 棟であり、総居室数 277 室、利用率約 40％であ
った 4）。健康観察に関しては、体温計やパルスオキシメーターを配布し、看護師による電
話の聞き取りで体調を把握した。ホテル開所後は、医師が主に午前中に宿泊施設を訪問し、
必要時は電話での診察や処方を⾏った。2021 年 12 月からは一部患者にビデオ通話を、
2022 年 1 月からは持続酸素飽和度モニタリング機器を導入した。容態変化時、緊急を要す
る場合は救急要請とし、緊急でない場合は県庁で入院調整をした。2021 年夏には宿泊施設
に酸素濃縮器を設置し、同年 11 月には外来検査（血液検査、CT 撮影）を実施するための
協力医療機関を整備するなど、順次宿泊療養者への安全策を講じていった。2022 年 1 月か
らは夜間対応を⺠間医療サービス「ファストドクター株式会社」に委託した。 

 
２．自宅療養者への対応 
 高知県では 2020 年 12 月に自宅療養者の第 1 例目が報告されており、当初は保健師を主
とした保健所職員が直接電話等で健康状態を聴取していたが、新型コロナウイルス感染者
等情報把握・管理システム（HER-SYS）の整備後はこれを活用した。2021 年 1 月以降は
スマートフォンやパソコンを用いる My HER-SYS 機能や、毎日決まった時間に電話のかか
る自動架電を設定し、陽性者自身による健康状態の入力を推奨した。特に高知県では 2021
年 8 月から自宅療養を本格的に開始したため、同時期より上記利用が拡大した。2022 年８
月には自宅療養者急増により、発生報告日中に保健所から電話連絡をすることが困難とな
ったため、若年陽性者の場合は Short Message Service(SMS)でファーストコンタクトをと
り、メッセージ文面で My HER-SYS での健康状態入力を依頼するとともに、夜間対応を⾏
う⺠間医療サービスの連絡先を送付した。高齢者やハイリスク因子がある陽性者、My 
HER-SYS の利用が困難な方については、直接の電話連絡を継続した。また一部の県型保健
所では、SMS を使用せず、陽性者全例に対しての電話連絡を続けた。容態増悪時は保健所
で体調を聴取し、適宜地域の医療機関への受診調整を⾏った。2022 年 1 月からは宿泊療養
と同様に夜間対応を⺠間医療サービスに委託した。病状により入院適応と判断された場合
は、同⺠間医療サービスや保健所、県調整本部で入院調整を⾏った。その他連絡先として、
2021 年 8 月には自宅療養者夜間相談緊急窓口、2022 年 8 月には#7119「高知家の救急医療
電話」を設置するなど、自宅療養者への支援体制を整備していった。 
 
Ⅳ．入院外療養者の療養期間の変遷 
 宿泊・自宅療養の療養期間の解除基準は、基本的に入院療養患者の退院基準と同様であ
る。初期には解除にあたり臨床症状の改善と 2 回連続で PCR 検査の陰性確認を要したが、
基準が緩和され、陰性確認は不要で規定の療養期間が過ぎれば解除可能となった。宿泊・
自宅療養者の療養期間の変遷として、2020 年 5 月 18 日の「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）診療の手引き・第２版」5）では療養開始から 14 日間経過後に解除される場
合もあるとされていた。同年 6 月からは有症状者は発症日から 10 日間経過し、かつ症状軽

快後 72 時間経過した場合、無症状者は検体採取日から 10 日間を経過した場合に解除、
2022 年 2 月からはオミクロン株感染の無症状者に関して検体採取日から 8 日目に療養解除
可能となった。自治体や保健所は、自宅療養者が外出せず療養生活を完遂できるよう、食
料や日用品など生活支援物資配布の調整業務を担った。 
 
Ⅴ．入院者数、宿泊療養者数、自宅療養者数、療養先調整者数の推移 
 図 1-3 は、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等及び入院患者受入病床数等に関
する調査結果 6）を基に作成した、療養者数推移を入院者数・宿泊療養者数・自宅療養者
数・療養先調整者数別に積み上げたグラフであり、自宅療養者数には社会福祉施設等療養
者数も含まれている。新型コロナウイルス感染症対策分科会で、2021 年 4 月 15 日から医
療逼迫を表す指標として「入院率（＝入院患者数/入院患者、自宅・施設療養者、待機者の
合計）」が新たに採用されたため、同値の推移も図 2-3 に記載している。オミクロン株が流
⾏する以前の 2021 年 12 月までの入院率は、流⾏期 10-30%、非流⾏期は 30-50%であった
が、オミクロン株が流⾏した 2022 年 2 月以降では陽性者の入院率は 5％程度以下と極めて
低値で推移した。流⾏波別では、第４波で急速に変異株であるアルファ株への置き換わり
が進んだ結果、関⻄圏、特に大阪府や兵庫県で病床の逼迫がみられた。第５波ではデルタ
株を中心に更なる感染拡大をきたし、入院・宿泊施設での療養対応が困難となり、地方都
市でも自宅療養者の著増がみられた。オミクロン株流⾏期の第６−7 波では自宅療養者の
急増とともに、療養先調整に時間を要する陽性者が多数認められた。 
 
Ⅵ．考察 
１．入院外療養の意義と適用 
 新型コロナウイルス感染症の発生当初は全例入院対応としていたが、感染拡大に伴い、
医療提供体制を維持し重症化リスクの高い者に重点化を図るため、各自治体の判断で宿泊
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ような状況に備えるため受入病床や居室数の確保に努めるなど事前対策を講じていたが、
短期間に想定以上の陽性者が発生するような急速な感染拡大の際には、療養場所の確保や
医療支援など対応が追い付かなくなった。特に第６波や第７波では上記傾向が顕著であり、

−77−

田中英夫_R5年.indd   77 2023/03/16   16:28



医療機関でのクラスター発生や職員のコロナ罹患のため病床稼働に制限がかかり、入院調
整が難航した結果、本来入院加療を要するような中等症例以上の陽性者でも酸素を使用し
ながら、自宅もしくは高齢者施設内での療養や入院待機状態となる事例が多く認められた。 
 
３．第７波における重症者数の減少 
 第７波（2022 年 7 月 1 日〜2022 年 8 月 31 日）の 2 カ月間での新規陽性者数は約 960 万
人であり、これは第 6 波までの累積陽性者数とほぼ同数であったが、重症者数のピーク値
は第５波や第６波より低く抑えられていた 7）。また、重症病床使用率 4）に関しても、2021
年 9 月初旬に約 50％と最高値を記録した第５波より数倍の新規陽性者数を示した第 6−7
波における同使用率の方が低値であった。第７波で重症者数が陽性者総数に比して激減し
た理由として、第 6−7 波のオミクロン株では第５波のデルタ株と異なり無症状〜軽症例が
多くウイルスの弱毒化が考えられたこと、ワクチンの複数回接種のため感染者が重症化し
にくい状況が得られていたこと、自宅療養者にモルヌピラビル（2021 年 12 月 24 日 特例
承認）やニルマトレルビル/リトナビル（2022 年 2 月 10 日 特例承認）など経口抗ウイル
ス薬を処方できるようになったことなどが推察される。その他、自宅療養者に対する診療
協力、訪問看護サービスや高齢者施設での感染予防対策の徹底など、約 2 年半にも及ぶ新
型コロナウイルス感染症との戦いの中で得られた知見や経験の蓄積、地域における多職種
連携の広がりも、その理由の 1 つと思われる。 
 

４．第７波における致命率の低下 
 重症化率の低下に関しては、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードでも
報告されている 8)。大阪府ではオミクロン BA.5 株流⾏下における重症・死亡率の分析で、
第 5 波の重症化率 1.0％から 6 波の 0.11％、7 波の 0.03％と低下し、第 5 波の死亡率 0.4％
から 6 波の 0.27％、7 波の 0.08％と共に減少傾向を認めている。全国調査 9)においても、
致命率が６波から大きく低下していることが報告されている。オミクロン株流⾏期には、
前述のような低い重症化率、致命率とともに、入院率も極めて低値で推移した。各自治体
で新規陽性者数の増減に応じて宿泊、自宅療養となる陽性者の調整が図られたことで、各
圏域での限られた入院医療資源が効率的に活用されたことが、先進国の中でも低い致死率
を維持できた要因の一つと考えられる。 
 
５．第８波以降の対応 
 直近のオミクロン株では、アルファ株やデルタ株と比較して罹患時の重症化率や致死率
が低下傾向にあり、レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）を用いて算出し
た季節性インフルエンザの数値に近づきつつある 10)。第８波以降も陽性者の主たる療養場
所は自宅になると想定されるが、新型コロナウイルス感染症診療と通常医療の提供体制を
維持し、更なる重症化予防や致死率低下を図るためにも、安心して入院外療養を完遂でき

る生活環境やシステム整備を進めていくことが重要であると考えられた。 
［図］ 
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日本の予防接種政策が国内高齢者の感染動向に与えた影響 

                       大阪府 藤井寺保健所 

企画調整課 高橋佑紀 

                        

Ⅰ. 日本における COVID-19 予防接種政策 

内閣官房、厚生労働省は COVID-19 による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目

的とし、高齢者や基礎疾患を有する者を優先的に接種する方針を 2021 年 2 月 9 日に示した(医療従

事者等を除く)1)。これにより、厚生労働省は 2021 年 2 月 14 日ファイザー製ワクチン(販売名：コ

ミナティ筋注)の特例承認を行った 2)。そして、医療従事者等の先行・優先接種が 2 月 17 日より開

始され、全国の市町村がワクチン接種の実施主体となって 65 歳以上の高齢者の優先接種が４月 12

日より開始された 3)。5 月 21 日には武田/モデルナ製ワクチン(販売名：スパイクバックス)、アス

トラゼネカ製ワクチン(販売名：バキスゼブリア筋注)が特例承認された 2)。続いて 12 月１日から、

２回目までの初回接種を完了した方(18 歳以上)に対して３回目接種の機会を提供した 3)。そして

2022 年５月 25 日より、60 歳以上、もしくは 18 歳以上で基礎疾患がある方や重症化リスクが高い

と医師が認める方に対する４回目接種の機会が提供された 3)。 

 

Ⅱ. COVID-19 第 4 波から第 7 波における 65 歳以上・65 歳未満の累積予防接種率と 20 歳代・70

歳以上の週別新規陽性者数の推移との時間的関連性 

１．考え方 

 日本においては先述の通り、重症化リスクの高い高齢者に対して優先的に予防接種を促す政策を

行った。厚生労働省は全国の年代別週別新規陽性者数と 65 歳以上と 65 歳未満の週別累積予防接種

率の推移を公表している 4）。65 歳以上と 65 歳未満では予防接種累積接種率の推移が大きく異なる。

そこで、この２群間の予防接種累積接種率と週別新規陽性者数の推移との時間的関連性をみること

で、予防接種政策が国内感染者数に与えた影響を考察する。 

 若年層(20,30 歳代)はそれより高齢の年齢層に先行して感染が拡大する傾向にあり、その罹患動

向は他の年齢層と比較して各波の感染拡大状況をより正確に反映できると考えられる。その中でも

特に 20 歳代は予防接種率が低い 4) (図 1,3)。そこで今回は、週別新規陽性者数の推移については全

国の 70 歳以上と 20 歳代の２つの年齢群での陽性者数を用い、さらに 2 群間の週別新規陽性者数の

比をモニタリングすることで、各週での低予防接種率群(20 歳代)に対する 70 歳以上の感染拡大状

況の指標とした(図 2,4)。 

２．結果と考察 

2 回目の予防接種が国⺠に普及していなかった第 4 波のピーク(4 月〜5 月)において、週別新規陽

性者数比(70 歳以上／20 歳代)は 0.4〜0.6 を推移していた(図 2)。65 歳以上の 2 回目累積予防接種

率が上昇し始めた 2021 年 6 月上旬頃より週別新規陽性者数比(70 歳以上／20 歳代)は低下し、

0.078(7 月 28 日〜8 月 3 日)まで低下した。第 5 波は Δ 株が主流であり、Δ 株に対する予防接種の

発症予防効果は国内の研究においても報告されている 5)。そして 65 歳以上の 2 回目累積予防接種

率が上昇する一方、65 歳未満では十分な累積予防接種率の上昇がなかったことが、6 月上旬から 7

月下旬にかけて週別新規陽性者数比(70 歳以上/20 歳代)が低下した要因と考えられる。 

 第 6 波に関しては、1 月上旬において 20 歳代の週別新規陽性者数が 1054 名(2021 年 12 月 29 日

〜2022 年 1 月 4 日)から 15613 名(1 月 5 日〜11 日)まで上昇し、20 歳代での急激な感染拡大が認

められた(図 3)。その後、その感染拡大は高齢者層に伝播し、週別新規陽性者数比(70 歳以上/20 歳

代)は 0.13(1 月 5 日〜1 月 11 日)から 0.74(2 月 16 日〜22 日)まで上昇し、第 5 波のピーク時より

高い値となった(図 4)。第 6 波はο株(BA.1)が主流の変異株となった。2 回目接種 12〜24 週間経過

後の発症予防効果を比較した場合、Δ株に対しては 87％である一方、ο株(BA.1)に対しては 52％

とο株(BA.1)に対する予防接種の発症予防効果が Δ 株と比較して低いことが報告されている 5)。

さらに、ο株(BA.1)に対しての発症予防効果は２回目接種後 2〜4 週間では 65〜70％である一方、

20〜24 週間後には 20％以下に低下することが報告されている 6)。65 歳以上の 2 回目累積予防接種

率が 8 月上旬時点で 80％に到達しており、22 年１月時点では 65 歳以上の大半で予防接種による感

染・発症予防効果が低下していたことが要因と考えられる。 

 その後１月下旬から 3 月中旬にかけて 65 歳以上の 3 回目累積予防接種率が上昇傾向であるもの
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日本の予防接種政策が国内高齢者の感染動向に与えた影響 

                       大阪府 藤井寺保健所 

企画調整課 高橋佑紀 
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の同比は 0.2~0.5 の間を推移し、１峰目の同比の最大値付近の 0.6~0.7 と比べて低い値となった(図

4)。この変化は 65 歳以上において感染・発症予防効果がこの時期には低下しつつも少し残ってい

たことによるものと思われた。 

第 6 波は 20 歳代において、1 月下旬を感染者数のピークとする 1 峰目の波、4 月上旬をピークと

する 2 峰目の波、5 月中旬をピークとする 3 峰目の波が存在した(図 3)。1 峰目の波は先述の通り、

週別新規陽性者数比(70 歳以上/20 歳代)が 0.74(2 月 16 日〜22 日)まで到達したのに対して、2 峰

目と 3 峰目の波の期間(3 月中旬〜5 月下旬)においては、上昇傾向であるものの 20〜50％を推移し、

1 峰目の波よりも低い値となった(図 4)。65 歳以上の 3 回目予防接種による発症予防効果が持続し

ていたことが要因と考えられる。 

第 7 波のピークである 8 月中旬・下旬では、週別新規陽性者数比(70 歳以上/20 歳代)は上昇し、

8 月中旬には 0.6〜0.8 にまで達した(図 4)。そして、65 歳以上の 4 回目累積接種率は 7 月から 8 月

にかけて上昇したものの、2021 年 6〜7 月と 2022 年 1 月〜3 月に見られた傾向と異なり、同期間

において週別新規陽性者数比(70 歳以上/20 歳代)は減少に転ずることはなく、上昇傾向を示してい

た。その要因としては、65 歳以上の 4 回目累積予防接種率が第 7 波のピークを過ぎた 9 月上旬に

ついても 70％程度であり、65 歳以上の集団に対して十分な発症予防効果が得られなかったことが

挙げられる。また、予防接種者での BA.5 株に対する中和抗体価が BA.1 株、BA.2 株と比較しても

さらに低下している報告があり 7)、BA.5 に対するワクチンの発症予防効果が BA.1、BA.2 より低下

していた可能性も考えられる。ただし、第 7 波については感染者数が他の波よりも大きく、十分な

検査体制を確保できず、重症化率の低い若年者において感染者数に対しての検査数が低下していた

可能性も考慮しなければならない。 

３．結論 

以上より、日本が取った高齢者に対して優先的に予防接種を促す政策は国内の感染動向に影響を

与え、特に発症予防効果が持続している期間(特に第 5 波の 21 年 7 月〜9 月と第 6 波の 3 月〜5 月)

の高齢者の感染者数を顕著に減少させたと推定された。なお、2022 年 9 月 26 日に全国一律で全数

把握の見直しが行われ、医療機関から保健所への発生届が必要な感染者の対象が、①65 歳以上の高

齢者、②入院が必要な人、③重症化リスクがあり治療薬や酸素の投与が必要な人、④妊婦に限定さ

れた。対象者以外は各都道府県の「健康フォローアップセンター」等に自身で登録を行う。そのた

め、今回と同じ方法で感染動向を継続して評価する際は、若年者の把握できる感染者数に限りが生

じることに留意しなければならない。 
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令和 4 年度田中班報告 情報分析・疫学研究オンライン研修 
 

対象者：保健所・都道府県など地域保健に関係する職員、社会医学系専門医 
 
目的：健康危機管理、精神保健、地域医療計画に定める 5 疾患・5 事業などの地域保健の
幅広い課題に対して、保健所や都道府県が情報解析または疫学研究を行うための資質の向
上を図る 
 
方法 日本公衆衛生協会のサイトにオンライン研修動画を掲載 
1 ラインリスト情報のエクセルを用いた記述疫学的解析 
https://www.youtube.com/watch?v=w-SUkxJgd4A 
資料 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.jpha.or.jp%2Fs
ub%2Ftopics%2F20230227_1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 
2 疫学論文のサイトによる検索方法 
https://www.youtube.com/watch?v=lfoaEb5lIog 
 
来年度以降の計画案   
1 利用者の意向も伺いながら動画を順次拡大 
保健所における感染症リスク評価の考え方、疫学論文の読み方、ショートメールなどの
ICT の利用、統計ソフト R の基礎 
2 都道府県において、大学・保健所⻑などの社会医学指導医および都道府県を中⼼に、国
の研究機関の支援の下で情報解析・疫学研究の資質向上に取り組む 
 
 
(参考) 公衆衛生医師等の疫学研修 
1 基礎研修 
・対象者 保健所の公衆衛生医師および感染症に関わる保健師全員が受講することが望ま
しい 
・内容 記述疫学の基礎を理解する 
・講義 下記のいずれかを受講する 
IHEAT 講習 (国立感染症研究所) 動画、半日が 4 日間、定員が比較的多い 
感染症集団発生対策研修 (国立保健医療科学院) ウェブ、5 日間、定員が限られてい
る。 
保健福祉行政管理分野研修 (国立保健医療科学院) 新任保健所⻑予定者を対象とする 
 

2  応用研修 
・対象 保健所において業務に携わる公衆衛生医師・保健所⻑ 
・目的 保健所の役割として期待される地域保健法の「地域の保健衛生上の診断評価分
析」の機能を果たすとともに、新興感染症への対応のために必要 
1 の研修のみでは実践的でない 
 
3 保健所における研究のための研修 
保健所で行うことが期待される高度の疫学研究の内容と方法 
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対象者：保健所・都道府県など地域保健に関係する職員、社会医学系専門医 
 
目的：健康危機管理、精神保健、地域医療計画に定める 5 疾患・5 事業などの地域保健の
幅広い課題に対して、保健所や都道府県が情報解析または疫学研究を行うための資質の向
上を図る 
 
方法 日本公衆衛生協会のサイトにオンライン研修動画を掲載 
1 ラインリスト情報のエクセルを用いた記述疫学的解析 
https://www.youtube.com/watch?v=w-SUkxJgd4A 
資料 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.jpha.or.jp%2Fs
ub%2Ftopics%2F20230227_1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK 
2 疫学論文のサイトによる検索方法 
https://www.youtube.com/watch?v=lfoaEb5lIog 
 
来年度以降の計画案   
1 利用者の意向も伺いながら動画を順次拡大 
保健所における感染症リスク評価の考え方、疫学論文の読み方、ショートメールなどの
ICT の利用、統計ソフト R の基礎 
2 都道府県において、大学・保健所⻑などの社会医学指導医および都道府県を中⼼に、国
の研究機関の支援の下で情報解析・疫学研究の資質向上に取り組む 
 
 
(参考) 公衆衛生医師等の疫学研修 
1 基礎研修 
・対象者 保健所の公衆衛生医師および感染症に関わる保健師全員が受講することが望ま
しい 
・内容 記述疫学の基礎を理解する 
・講義 下記のいずれかを受講する 
IHEAT 講習 (国立感染症研究所) 動画、半日が 4 日間、定員が比較的多い 
感染症集団発生対策研修 (国立保健医療科学院) ウェブ、5 日間、定員が限られてい
る。 
保健福祉行政管理分野研修 (国立保健医療科学院) 新任保健所⻑予定者を対象とする 
 

2  応用研修 
・対象 保健所において業務に携わる公衆衛生医師・保健所⻑ 
・目的 保健所の役割として期待される地域保健法の「地域の保健衛生上の診断評価分
析」の機能を果たすとともに、新興感染症への対応のために必要 
1 の研修のみでは実践的でない 
 
3 保健所における研究のための研修 
保健所で行うことが期待される高度の疫学研究の内容と方法 
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